
協議第２０号  
 
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて  

 
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提

案する。  
 
１   １市３町の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特
例に関する法律第８条の規定を適用し、平成１８年７月１９日ま

で引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

また、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任す

る委員の定数は７１人とする。  
 
２   農業委員会等に関する法律第７条の選挙による委員の定数は、
３０人とする。  

 
平成１７年１月２６日提出  

 
深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会  

会 長 深谷市長 新 井 家 光  

－ ９ － 

 



 

          深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い   平成１７年 １月 ５日現在 

 

 深谷市 岡部町 川本町 花園町 合 計 

委 員 数 ２７人 ２６人 ２３人 ２２人  ９８人 

選挙委員数 ２０人 １７人 １９人 １５人  ７１人 

選任委員  ７人  ９人  ４人  ７人  ２７人 
 

 

議 会 推 薦

農業協同組合推薦

農業共済組合推薦

 ５人 

 １人 

 １人 

 ５人 

 ３人 

 １人 

 ２人 

 １人 

 １人 

 ５人 

 １人 

 １人 

 １７人 

  ６人 

  ４人 

任  期 
１７年 ７ 月２０日から

２０年 ７ 月１９日まで

１５年 ５ 月２０日から

１８年 ５ 月１９日まで

１５年 ５ 月 ７ 日から

１８年 ５ 月 ６ 日まで

１７年 ７ 月２０日から

２０年 ７ 月１９日まで

 

 

区域面積（ｈａ） ６，９４０ ３，０５９ ２，１７７ １，５８２ １３，７５８ 

農地面積（ｈａ） ３，３２４ １，６０３   ９３１   ７９９  ６，６５７ 

基準農業者数（人） ２，９６８ １，０６５   ７６７   ６７３  ５，４７３ 

農家戸数（戸） ２，９６６ １，０６４   ７６６   ６７１  ５，４６７ 

農業生産法人数     ２     １     １     ２      ６ 

協議第２０号 
参考資料１ 

－
 
１
０
 
－
 

 



 

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会 農業委員会委員の報酬等 
 

 ・農地法第３条 農地を耕作目的で所有権を移転（売買、交換、贈与等）したり、地上権、永小作権、質権、賃借権等の権利を設定、移転する。 
 ・農地法第４条 自己所有地の農地を農地以外にすることであり、耕作の目的に供されている土地を宅地や資材置場等の農地以外の用途に変更する。 
 ・農地法第５条 取得したり、借りたりした農地を農地以外にすることであり、耕作の目的に供されている土地を宅地や資材置場等の農地以外の用途に変更する。 
 ・費用弁償   農業委員会会議開催に関する取扱い 

 深谷市 岡部町 川本町 花園町 合  計 

委員会開催回数 月１回 月１回 月１回 月１回  

農地法第３条関係

（許可） 
６４件 ２７件 １１件 １５件 １１７件 

農地法第４条関係

（届出・許可） 
６１件 １６件 １４件 ２７件 １１８件 

取
扱
い
件
数
（
Ｈ
15
年
度
） 

農地法第５条関係

（届出・許可） 
２２３件 ４３件 ２５件 ５０件 ３４１件 

会 長 ５１６，０００円 １７２，７００円 １６７，０００円 １８０，０００円 
 

職務代理者 ４４４，０００円  １４５，０００円 １６２，０００円 
 

委 

員 

報 

酬
（
年 

額
） 委 員 ３９６，０００円 １３２，０００円 １３４，０００円 １５０，０００円 

 

日 当 無 無 無 無  費
用
弁
償 旅 費 無 無 無 無  
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深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 
 

 
新市の農業委員会委員の定数及び任期等の選択肢 
 

区      分 選任方法等 定  数 任  期 選挙区 

①原則 

新たに選挙（選任）する。 

（合併の日から５０日以内） 

条例で定める数 

（３０人以下） 

３年 

（任期満了時、条例で定める３０

人以下の定数による選挙） 

合併時に設ける

か選択 

１ 
新市に 1 つの委員会

を置く場合 

②特例 

引き続き在任。ただし、右記の定数

を超えるときは、合併関係市町村の選

挙による委員で互選する。 

選任委員‥‥新たに選任する。 

協議により８０を超

えない数 

合併後１年を超えない範囲で協

議で定める期間 

（期間満了時は、条例で定める 

３０人以下の定数による選挙） 

合併後最初の選

挙時に設けるか

選択 
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農業委員会委員の定数及び任期の取扱い　先進地事例　（埼玉県）

新市名 旧市町名 合併の期日
選挙委員数
（条例定数）

任　期 報　酬　額 調　整　方　針

秩父市
１９人
(１９人）

平成１４年　７月２０日から
平成１７年　７月１９日まで

会長　　　　　４９２，０００円／年
会長代理　　４３２，０００円／年
委員　　　　　３８４，０００円／年

吉田町
１０人
（１０人）

平成１４年　４月１５日から
平成１７年　４月１４日まで

会長　　　　　　　６，５００円／日
会長代理　　　　６，０００円／日
委員　　　　　　　６，０００円／日

大滝村
９人
（１０人）

会長　　　　　　　７，０００円／日
会長代理　　　　６，５００円／日
委員　　　　　　　６，５００円／日

荒川村
８人
（１０人）

会長　　　　　１５３，０００円／年
委員　　　　　１３５，０００円／年

熊谷市
２６人
（２６人）

平成１７年　７月２０日から
平成２０年　７月１９日まで

会長　　　　　６６６，０００円／年
会長代理　　５９４，０００円／年
委員　　　　　５４０，０００円／年

大里町
１２人
（１２人）

平成１５年１０月１６日から
平成１８年１０月１５日まで

会長　　　　　２１１，０００円／年
会長代理　　１８７，８００円／年
委員　　　　　１７９，０００円／年

妻沼町
１７人
（１７人）

平成１７年　７月２０日から
平成２０年　７月１９日まで

会長　　　　　３２０，０００円／年
会長代理　　２７８，０００円／年
委員　　　　　２６３，０００円／年

狭山市
１５人
（１５人）

平成１５年　５月　１日から
平成１８年　４月３０日まで

会長　　　　　６４５，６００円／年
会長代理　　５２２，０００円／年
委員　　　　　４９６，８００円／年

入間市
１６人
（１６人）

平成１７年　７月２０日から
平成２０年　７月１９日まで

会長　　　　　６２４，０００円／年
会長代理　　５１６，０００円／年
委員　　　　　４７５，２００円／年

平成１４年　７月２０日から
平成１７年　７月１９日まで

１　新市に１つの農業委員会を設置する。
２　選挙の委員の定数は、２０人とする。選挙による委員の選挙は、新
市の農業委員会の区域に分けて、２つの選挙区を設け、それぞれ定
数は第１区（秩父市３区・吉田町）１１人、第２区（秩父市１、２区・大滝
村・荒川村）９人とする。
３　委員の任期は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項
の規定を適用する。適用を受ける選挙委員の数は４６人（秩父市１９
人、吉田町１０人、大滝村９人、荒川村８人）とし、適用期間は平成１７
年７月１９日までとする。

特別職の職員の報酬については、秩父市の特別職の職員の報酬額
を参考にして、財政状況を勘案のうえ調整する。ただし、新市移行後
新市の報酬審議会等であらためて報酬額等の金額を協議するものと
する。

【平成１７年　１月　５日現在】

１　１市２町の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併に関す
る法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後１１ヶ月の間、引き
続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
２　新市の選挙による委員の定数は、任期の特例適用期間中は５５人
とし、特例適用期間終了後は３０人とする。

非常勤の特別職の報酬及び会議等に出席した場合の費用弁償は、
現行の熊谷市の額を参考として調整する。

狭山市

・農家戸数
３、１７９戸

・農地面積
２，３６６ha

　農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業
委員会を置き、２市の農業委員会の選挙による委員であった者は、市
町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、
合併後１年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在
任する。

　農業委員会の選挙による委員の在任特例期間中の報酬及び費用
弁償については、それぞれ従前の市の例によるものとする。

平成１８年
１月１日

熊谷市

・農家戸数
５，４９０戸

・農地面積
４，４２８ha

平成１７年
１０月１日

秩父市

・農家戸数
２，０４４戸

・農地面積
８０９ha

平成１７年
４月１日
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農業委員会委員の定数及び任期の取扱い　先進地事例　（埼玉県）

新市名 旧市町名 合併の期日
選挙委員数
（条例定数）

任　期 報　酬　額 調　整　方　針

【平成１７年　１月　５日現在】

協議第２０号
参考資料４

蓮田市
１８人
（１８人）

会長　　　　　３９６，０００円／年
会長代理　　３７２，０００円／年
委員　　　　　３６０，０００円／年

白岡町
１６人
（１６人）

会長　　　　　１８３，３００円／年
会長代理　　１４８，３００円／年
委員　　　　　１２７，１００円／年

菖蒲町
１５人
（１５人）

平成１５年　５月１８日から
平成１８年　５月１７日まで

会長　　　　　１８２，４００円／年
会長代理　　１５６，９００円／年
委員　　　　　１４０，５００円／年

１　選挙委員の特例適用について
　新市に１つの農業委員会を置き、１市２町の選挙委員については、
市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用
し、合併後１年間、引き続き新市の委員として在任する。
２　任期の特例を適用した場合の定数について
　現在の１市２町の選挙委員数の合計数である４９人とする。
３　新市における選挙委員の定数について
　農業委員会等に関する法律施行例弟２条の２の規程により３選挙区
を設置する。
４　新市における選挙区の設置及び選挙区設置した場合の選挙区ご
との選挙委員の定数について
（１）新市における選挙区は次のとおり３選挙区を設置する。
　　　　　　　第１選挙区　　旧蓮田市の区域
　　　　　　　第２選挙区　　旧白岡町の区域
　　　　　　　第３選挙区　　旧菖蒲町の区域
（２）新市における選挙区ごとの定数は、新市において直近の農業委
員会選挙人名簿登録者数や農業情勢を考慮し、新市において検討す
るものとする。

　農業委員会の報酬については、次のとおりとする。
　　　　　会   長　　　３９６，０００円／年
　　　　　副会長　　　３７２，０００円／年
　　　　　委　 員　　　３６０，０００円／年

平成１７年　７月２０日から
平成２０年　７月１９日まで

彩野市

・農家戸数
３，９５８戸

・農地面積
３，０７７ha

平成１７年
１０月１日
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農業委員会委員の定数及び任期の取扱い　先進地事例  (県外）

新市名 旧市町名 合併の期日
選挙委員数
（条例定数）

任　期 報　酬　額 調　整　方　針

千畑町
１２人
（１２人）

会長　　　　　６３０，０００円／年
会長代理　　５５２，０００円／年
委員　　　　　５８２，０００円／年

六郷町
９人
（１０人）

会長　　　　　５５２，０００円／年
会長代理　　４９２，０００円／年
委員　　　　　４８０，０００円／年

仙南村
９人
（１０人）

会長　　　　　６２４，０００円／年
会長代理　　５７６，０００円／年
委員　　　　　５４０，０００円／年

明野村
１５人
（１５人）

会長　　　　　１９２，０００円／年
会長代理　　１３２，０００円／年
委員　　　　　１２０，０００円／年

須玉町
１５人
（１５人）

会長　　　　　２１０，０００円／年
会長代理　　１６０，０００円／年
委員　　　　　１５０，０００円／年

高根町
１５人
（１５人）

会長　　　　　２２０，０００円／年
会長代理　　１４７，０００円／年
委員　　　　　１２９，０００円／年

長坂町
１５人
（１５人）

平成１６年　８月１８日から
平成１９年　８月１７日まで

会長　　　　　２３０，０００円／年
会長代理　　１７０，０００円／年
委員　　　　　１５０，０００円／年

大泉村
１３人
（１５人）

平成１４年　７月２０日から
平成１７年　７月１９日まで

会長　　　　　１８０，０００円／年
会長代理　　１２５，０００円／年
委員　　　　　１２０，０００円／年

白州町
１４人
（１４人）

平成１６年　４月１７日から
平成１９年　４月１６日まで

会長　　　　　１９５，０００円／年
会長代理　　１５０，０００円／年
委員　　　　　１４０，０００円／年

武川村
１１人
（１１人）

平成１４年　７月２０日から
平成１７年　７月１９日まで

会長　　　　　１９５，０００円／年
会長代理　　１５０，０００円／年
委員　　　　　１４０，０００円／年

【平成１７年　１月　５日現在】

美郷町
（秋田県）

農家戸数
・３，４１４戸

農地面積
・７，０１０ha

平成１６年
１１月１日

平成１４年　７月２０日から
平成１７年　７月１９日まで

１． 新町の農業委員会の選挙による委員の定数は２０人とする。
２． 農業委員会の選挙による委員の任期については、市町村の合併
の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項第１号の規
定を適用し、平成１７年７月１９日まで引き続き新町の農業委員として
在任する。

美郷町特別職報酬等を下記のとおり決定した。
会　長　　　６００，０００円／年
長の代行　５５２，０００円／年
委　員　　　５３４，０００円／年

北杜市
（山梨県）

農家戸数
・５，７７２戸

農地面積
・６，９４０ha

　農業委員会の選挙による委員については、市町村の合併の特例に
関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、平成１７年７月１９日
まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任し、定数
は町村ごとに次のとおりとする。
明野村１２人、須玉町１２人、高根町１２人、長坂町１２人、大泉村１２
人、　白州町１１人、武川村　９人

　在任期間中の報酬額
会　長　　　２７０，０００円／年
会長代理　１９０，０００円／年
委　員　　　１６０，０００円／年

平成１６年
１１月１日

平成１４年　７月２０日から
平成１７年　７月１９日まで
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参考資料５

－
 
１
５
 
－
 

 



農業委員会委員の定数及び任期の取扱い　先進地事例  (県外）

新市名 旧市町名 合併の期日
選挙委員数
（条例定数）

任　期 報　酬　額 調　整　方　針

【平成１７年　１月　５日現在】

協議第２０号
参考資料５

柏原町
１１人
（１１人）

平成１５年１１月　９日から
平成１８年１１月　８日まで

会長　　　　　３５０，０００円／年
会長代理　　２４７，０００円／年
委員　　　　　２２７，０００円／年
（部会長）　　２３７，０００円／年

氷上町
１５人
（１５人）

平成１６年　４月　１日から
平成１９年　３月３１日まで

会長　　　　　４７２，８００円／年
会長代理　　４０９，２００円／年
委員　　　　　３６３，６００円／年

青垣町
１６人
（１６人）

平成１６年　３月２５日から
平成１９年　３月２４日まで

会長　　　　　４９３，２００円／年
会長代理　　４２７，２００円／年
委員　　　　　３７８，０００円／年
（部会長）　　４１１，６００円／年

春日町
１６人
（１６人）

平成１５年　５月　９日から
平成１８年　５月　８日まで

会長　　　　　３４０，０００円／年
会長代理　　２５０，０００円／年
委員　　　　　２４０，０００円／年

山南町
１５人
（１５人）

平成１４年　５月１７日から
平成１７年　５月１６日まで

会長　　　　　３６０，０００円／年
会長代理　　２８０，０００円／年
委員　　　　　２５０，０００円／年

市島町
１５人
（１５人）

平成１６年　３月１０日から
平成１９年　３月　９日まで

会長　　　　　３４０，０００円／年
会長代理　　２５０，０００円／年
委員　　　　　２４０，０００円／年

砺波市
１７人
（１７人）

会長　　　　　２１６，０００円／年
会長代理　　１６８，０００円／年
委員　　　　　１６８，０００円／年

庄川町
１０人
（１０人）

会長　　　　　　７５，０００円／年
会長代理　　　７０，０００円／年
委員　　　　　　７０，０００円／年

１ 　新市に１つの農業委員会を置き、砺波市及び庄川町の農業委員
会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法
律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後平成１７年７月１９日ま
での期間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任
する。
２ 　新市の選挙による委員の定数は２１人とする。
３ 　農業委員会等に関する法律第１０条の２第２項の規定を適用し、５
選挙区を設ける。
４ 　第１選挙区（旧五鹿屋村、旧東野尻村、旧鷹栖村）は定数を３人と
し、第２選挙区（旧出町、旧若林村の一部、旧林村、旧高波村）は定
数を４人、第３選挙区（旧庄下村、旧油田村、旧南般若村、旧柳瀬村、
旧太田村）は定数を５人、第４選挙区（旧中野村、旧東山見村、旧青
島村、旧雄神村、旧種田村）は定数を５人、第５選挙区（旧般若村、旧
東般若村、旧栴檀野村、旧栴檀山村）は定数を４人とする。
５ 　新市の農業委員会に、農地部会及び振興部会を設置する。
６ 　報酬については、２市町の長が別に協議して定めるものとする。

　在任特例中の報酬は、現行のとおりとする。

平成１４年７月２０日から
平成１７年７月１９日まで

砺波市
（富山県）

・農家戸数
３，６７７戸

・農地面積
４，３４１ha

平成１６年
１１月１日

丹波市
（兵庫県）

・農家戸数
８，９６８戸

・農地面積
６，４３７ha

平成１６年
１１月１日

　農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業委員会の
選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第
８条第1項第1号の規定を適用し、平成１７年６月３０日まで引き続き新
市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
　ただし、定数は町ごとに次の数を上回らないものとする。
柏原町　９名　氷上町１４名　青垣町１４名　春日町１５名　山南町１４
名
市島町１４名

在任期間中の報酬額
会　長　　　４７２，８００円／年
会長代理　４０９，２００円／年
委　員　　　３６３，６００円／年

－
 
１
６
 
－
 

 



 

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料 
１／３ 

項  目 関 係 法 令 等 抜 粋 

農業委員会委員

の定数及び任期 

 

【農業委員会等に関する法律】 

（設置） 

第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農地」という。）のない市町村には、農業委

員会を置かない。 

２ その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町

村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 

３～６（省略） 

 

（選挙による委員） 

第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定める

基準に従い、４０人を超えない範囲内で条例で定める。 

 

（選任による委員） 

第１２条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 

一 農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事（経営管理委員を置く農業協同組合にあっ

ては、理事又は経営管理委員）又は組合員各１人 

二 当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者４人（条例でこれより少ない人数を定めている

場合にあつては、その人数）以内 

 

（委員の任期） 

第１５条 選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任期満了

の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日までに在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任

の委員がすべてなくなったときはそのなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。 

２～３（省略） 

 

 

協議第２０号 
参考資料６ 
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深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料 
２／３ 

項  目 関 係 法 令 等 抜 粋 

農業委員会委員

の定数及び任期 

 

４ 第１２条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日（選挙されたの委員の全員がすべてなくなった

ときは、そのなくなった日）まで在任する。 

 

【市町村の合併の特例に関する法律】 

(農業委員会の委員の任期等に関する特例) 

第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとな

るものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあつては８０を超えない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全

部又は一部を編入した合併市町村にあつては４０を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会

の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で

当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により

、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。 

（１） 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後１年を超えない範囲で当該協議で定める期間 

（２） 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期  

   間 

２ 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和２６年法律第８８号)第７条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町
村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じ

て、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。 
３ 農業委員会等に関する法律第３条第２項の規定により合併市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第

３５条第１項の規定により地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委

員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第３４条の規定の適用がある場合を除いて、前２項の規定を当該各農業委員会ごと

に適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業

委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。 

４ 第６条第８項の規定は、第１項の協議について準用する。 

 

 

 

 

協議第２０号 
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深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料 
３／３ 

項  目 関 係 法 令 等 抜 粋 

農業委員会委員

の定数及び任期 

 

【農業委員会等に関する法律施行令】 

（２以上の農業委員会を置くことができる市町村） 

第１条の３ 

法第３条第２項の政令で定める市町村は、その区域の面積が２万４千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が、７千ヘク

タールを超える市町村とする。 

 

（選挙による委員の定数の基準） 

第２条の２ 

  農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、法第１２条第１号の委員として選任しなければならない委員の数と４人（同条第２号の条

例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数）との合計数を超え、かつそれぞれを次の表の上欄（左欄）に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の下欄（右欄）に掲げる数以下であることとする。 

区                     分 委員の数の上限 

１

（１）その区域内の農地面積が１，３００ヘクタール以下の農地委員会 

（２）１０アール(北海道にあつては、３０ア－ル)以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内に

おける世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人

(農地法第２条第７項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)の数の合計数(以下｢基準農業者数｣と

いう。)が１，１００以下の農業委員会 

２０人 

２ １の項及び３の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人 

３
その区域内の農地面積が５，０００ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が６，０００を超える農業委員

会 
４０人 

 

 （選挙区の基準） 

第５条 法第１０条の２第２項の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべての選

挙区につき、その区域内の農地面積が５００ヘクタール以上となるか、又は基準農業者数が６００以上となるようにしなければならない。 
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